
  

一 

令和 5 年 3 月 31 日（金曜日） 千 葉 県 報 号外第３８号 

䣓
副
場
長 

 

 

次
長 

䣔 

䣓
課
長 

 

 

室
長
䣔 

      
 

 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

企
業
局
管
理
規
程 

○ 

千
葉
県
企
業
局
就
業
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

千
葉
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

○ 

千
葉
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

○ 

千
葉
県
企
業
局
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 
 

 
 

 

二 

○ 

千
葉
県
企
業
局
造
成
土
地
等
分
譲
・
貸
付
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 
 

 

二 

○ 

千
葉
県
企
業
局
行
政
財
産
等
使
用
許
可
及
び
貸
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 
 

 

三 

○ 

千
葉
県
企
業
局
行
政
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

○ 

千
葉
県
企
業
局
長
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管 

 
 

 

 
 

理
規
程 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五 

○ 

千
葉
県
企
業
局
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 
 

 
 

 

五 

○ 

千
葉
県
企
業
局
職
員
住
宅
管
理
規
程
を
廃
止
す
る
管
理
規
程 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五 

○ 

千
葉
県
企
業
局
長
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
に
関
す
る
千
葉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
程 

 
 

 

 
 

を
廃
止
す
る
管
理
規
程 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五 

 
 

企
業
局
訓
令 

○ 

千
葉
県
企
業
局
建
設
工
事
等
指
名
業
者
選
定
審
査
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
 

 
 

六 

○ 

千
葉
県
企
業
局
職
員
人
事
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六 

企

業

局

管

理

規

程 

 

千
葉
県
企
業
局
就
業
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
䣎 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
長 

 

山 

口 
 

新 

二 
 

 

千
葉
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
就
業
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
企
業
局
就
業
規
則
䥹
昭
和
二
十
八
年
千
葉
県
水
道
局
企
業
管
理
規
程
第
一
号
䥺
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 

第
七
条
第
七
項
中
䣓
三
週
間
䣔
を
䣓
四
週
間
䣔
に
䣍
䣓
五
日
以
上
七
日
䣔
を
䣓
七
日
以
上
九
日
䣔
に
改

め
䣍
同
条
第
八
項
及
び
第
九
項
中
䣓
三
週
間
䣔
を
䣓
四
週
間
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
中
䣓
午
後
五
時
䣔
を
䣓
午
後
五
時
十
五
分
䣔
に
改
め
䣍
同
条
に
次
の
一
項
を

加
え
る
䣎 

３ 

第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
䣍
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
䣍
所
属
長
が
指
定
す
る
職
員

に
あ
つ
て
は
䣍
職
員
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
は
䣍
午
前
八
時
十
五
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
䣎 

 

第
十
二
条
第
一
項
中
䣓
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
䣔
を
䣓
一
時
間
䣔
に
改
め
䣍
同
項
各
号
を
削
り
䣍

同
条
第
三
項
中
䣓
第
一
項
第
一
号
䣔
を
䣓
第
一
項
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

第
十
二
条
の
三
中
䣓
規
定
す
る
䣔
の
下
に
䣓
夜
勤
の
䣔
を
加
え
る
䣎 

 

第
二
十
八
条
第
四
項
中
䣓
三
週
間
䣔
を
䣓
四
週
間
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

第
三
十
三
条
第
十
九
項
中
䣓
場
合
に
䣔
を
䣓
者
の
う
ち
局
長
が
定
め
る
者
に
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

別
表
第
三
第
四
号
ホ
中
䣓
又
は
課
長
䣔
を
䣓
䣍
課
長
又
は
室
長
䣔
に
改
め
る
䣎 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

䣓
副
場
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

別
表
第
四
出
先
機
関
の
項
柏
井
浄
水
場
の
目
中 

 
 

 
 

を 

次
長 

 

に
䣍 

 
 

を
䣓
課
長
䣔 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

室
長 

䣔 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
䣍
同
目
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
䣎 

 

 

福
増
浄
水
場
及 

 
 

 

場
長 

課
長 

 
 

 
 

び
ち
ば
野
菊
の 

 
 

 

次
長 

 
 

 
 

 

里
浄
水
場 

 
 

 

室
長 

 
 

 
 

 

 

別
表
第
四
出
先
機
関
の
項
浄
水
場
䥹
柏
井
浄
水
場
を
除
く
䣎
䥺
及
び
給
水
場
の
目
中
䣓
柏
井
浄
水
場
䣔

の
下
に
䣓
䣍
福
増
浄
水
場
及
び
ち
ば
野
菊
の
里
浄
水
場
䣔
を
加
え
䣍
同
表
の
備
考
第
二
号
中
䣓
柏
井
浄
水

場
次
長
䣔
の
下
に
䣓
䣍
福
増
浄
水
場
次
長
及
び
ち
ば
野
菊
の
里
浄
水
場
次
長
䣔
を
加
え
る
䣎 

 

別
表
第
五
の
備
考
第
二
号
中
䣓
課
長
䣔
の
下
に
䣓
䣍
室
長
䣔
を
加
え
る
䣎 

 
 

 

附 

則 

 
(

施
行
期
日)

 

１ 

こ
の
管
理
規
程
は
䣍
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎
た
だ
し
䣍
第
七
条
第
七
項
か
ら
第
九
項

ま
で
及
び
第
二
十
八
条
第
四
項
の
改
正
規
定
並
び
に
次
項
の
規
定
は
䣍
同
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

 

䥹
千
葉
県
企
業
局
就
業
規
則
第
七
条
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
管
理
規
程
で
定
め
る
日
を
定
め
る
管

理
規
程
の
一
部
改
正
䥺 

２ 

千
葉
県
企
業
局
就
業
規
則
第
七
条
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
管
理
規
程
で
定
め
る
日
を
定
め
る
管

理
規
程
䥹
平
成
十
三
年
千
葉
県
水
道
局
管
理
規
程
第
十
四
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 
 

䣓
平
成
十
三
年
九
月
三
十
日
䣔
を
䣓
令
和
五
年
四
月
二
日
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

5

年

3 

月

31

日 

号 
 

外 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 号外第３８号 令和 5 年 3 月 31 日（金曜日） 
 

千
葉
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
䣎 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
長 

 

山 

口 
 

新 

二 
 

 

千
葉
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
号 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
企
業
局
組
織
規
程
䥹
昭
和
三
十
四
年
千
葉
県
水
道
局
管
理
規
程
第
三
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
䣎 

 

第
二
条
第
二
項
の
表
水
道
部
の
項
中
䣓
大
規
模
更
新
班
䣔
を
䣓
大
規
模
更
新
室
䣔
に
䣍
䣓
技
術
指
導

室
䣔
を
䣓
技
術
指
導
班
䣔
に
改
め
䣍
同
条
第
三
項
の
表
栗
山
浄
水
場
の
項
中
䣓
総
務
課 

施
設
課
䣔
を

䣓
施
設
課
䣔
に
改
め
䣍
同
表
柏
井
浄
水
場
の
項
及
び
福
増
浄
水
場
の
項
中
䣓
施
設
課 

浄
水
室
䣔
を
䣓
浄

水
施
設
室
䣔
に
改
め
䣍
同
表
ち
ば
野
菊
の
里
浄
水
場
の
項
中
䣓
施
設
課 

浄
水
室
䣔
を
䣓
総
務
課 

浄
水

施
設
室
䣔
に
改
め
䣍
同
条
第
八
項
中
䣓
第
五
項
䣔
を
䣓
第
六
項
䣔
に
改
め
䣍
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
䣍

同
条
第
七
項
中
䣓
第
四
項
䣔
を
䣓
第
五
項
䣔
に
䣍
䣓
第
五
項
䣔
を
䣓
第
六
項
䣔
に
改
め
䣍
同
項
を
同
条
第

八
項
と
し
䣍
同
条
中
第
六
項
を
第
七
項
と
し
䣍
第
五
項
を
第
六
項
と
し
䣍
同
条
第
四
項
中
䣓
前
項
䣔
を

䣓
第
三
項
䣔
に
改
め
䣍
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
䣍
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
䣎 

４ 

柏
井
浄
水
場
浄
水
施
設
室
䣍
福
増
浄
水
場
浄
水
施
設
室
及
び
ち
ば
野
菊
の
里
浄
水
場
浄
水
施
設
室
に

施
設
整
備
課
及
び
浄
水
管
理
課
を
置
く
䣎 

 

第
八
条
第
二
項
中
䣓
栗
山
浄
水
場
䣍
柏
井
浄
水
場
及
び
福
増
浄
水
場
䣔
を
䣓
柏
井
浄
水
場
䣍
福
増
浄
水

場
及
び
ち
ば
野
菊
の
里
浄
水
場
䣔
に
改
め
䣍
同
項
中
第
一
号
を
削
り
䣍
第
二
号
を
第
一
号
と
し
䣍
第
三
号

を
第
二
号
と
し
䣍
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
䣎 

 

三 

ち
ば
野
菊
の
里
浄
水
場 

栗
山
浄
水
場
䣍
ち
ば
野
菊
の
里
浄
水
場
䣍
北
船
橋
給
水
場
及
び
松
戸
給

水
場
の
所
管
に
係
る
公
金
の
出
納
䥹
経
理
課
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
䣎
䥺
及
び
保
管
並
び

に
そ
の
会
計
事
務
及
び
会
計
書
類
の
保
管
に
関
す
る
こ
と
䣎 

 
 

 

附 

則 

 

䥹
施
行
期
日
䥺 

１ 

こ
の
管
理
規
程
は
䣍
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

 

䥹
千
葉
県
企
業
局
庁
舎
管
理
規
程
の
一
部
改
正
䥺 

２ 

千
葉
県
企
業
局
庁
舎
管
理
規
程
䥹
平
成
二
十
年
千
葉
県
水
道
局
管
理
規
程
第
二
号
䥺
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 
 

第
二
条
第
二
号
中
䣓
同
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
䣔
を
䣓
同
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
䣔
に
改
め
る
䣎 

  

千
葉
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
䣎 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
長 

 

山 

口 
 

新 

二 
 

 

千
葉
県
企
業
局
管
理
規
程
第
四
号 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
企
業
局
財
務
規
程
䥹
昭
和
三
十
九
年
千
葉
県
水
道
局
管
理
規
程
第
六
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
䣎 

 

第
二
条
第
三
号
中
䣓
北
総
浄
水
場
及
び
ち
ば
野
菊
の
里
浄
水
場
䣔
を
䣓
栗
山
浄
水
場
及
び
北
総
浄
水

場
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

第
三
条
第
一
項
の
表
及
び
第
四
条
の
表
中
䣓
栗
山
浄
水
場
長
䣍
䣔
を
削
り
䣍
䣓
福
増
浄
水
場
長
䣔
の
下

に
䣓
䣍
ち
ば
野
菊
の
里
浄
水
場
長
䣔
を
加
え
䣍
䣓
北
総
浄
水
場
長
䣍
ち
ば
野
菊
の
里
浄
水
場
長
䣔
を
䣓
栗

山
浄
水
場
長
䣍
北
総
浄
水
場
長
䣔
に
改
め
る
䣎 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
管
理
規
程
は
䣍
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

  

千
葉
県
企
業
局
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す

る
䣎 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
長 

 

山 

口 
 

新 

二 
 

 

千
葉
県
企
業
局
管
理
規
程
第
五
号 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
企
業
局
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
程
䥹
昭
和
四
十
二
年
千
葉
県
水
道
局
管
理
規
程
第
七

号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 

第
二
条
第
一
号
中
䣓
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
䣔
を
䣓
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
䣔
に
改
め
る
䣎 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
管
理
規
程
は
䣍
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

  

千
葉
県
企
業
局
造
成
土
地
等
分
譲
・
貸
付
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布

す
る
䣎 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
長 

 

山 

口 
 

新 

二 
 

 

千
葉
県
企
業
局
管
理
規
程
第
六
号 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
造
成
土
地
等
分
譲
・
貸
付
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 
千
葉
県
企
業
局
造
成
土
地
等
分
譲
・
貸
付
委
員
会
規
程
䥹
昭
和
四
十
八
年
千
葉
県
開
発
庁
管
理
規
程
第

十
一
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 

第
六
条
第
一
項
第
二
号
中
䣓
健
康
福
祉
部
長
䣍
環
境
生
活
部
長
䣍
商
工
労
働
部
長
及
び
県
土
整
備
部

長
䣔
を
䣓
健
康
福
祉
部
次
長
䣍
環
境
生
活
部
次
長
䣍
商
工
労
働
部
次
長
及
び
県
土
整
備
部
次
長
䣔
に
改
め

る
䣎 

 

別
記
様
式
中
䣓 
䣔
を
削
る
䣎 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
管
理
規
程
は
䣍
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

㊞
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千
葉
県
企
業
局
行
政
財
産
等
使
用
許
可
及
び
貸
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布

す
る
䣎 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
長 

 

山 

口 
 

新 

二 
 

 

千
葉
県
企
業
局
管
理
規
程
第
七
号 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
行
政
財
産
等
使
用
許
可
及
び
貸
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
企
業
局
行
政
財
産
等
使
用
許
可
及
び
貸
付
規
程
䥹
昭
和
五
十
三
年
千
葉
県
水
道
局
管
理
規
程
第

九
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 

第
二
条
第
五
号
中
䣓
北
総
浄
水
場
及
び
ち
ば
野
菊
の
里
浄
水
場
䣔
を
䣓
栗
山
浄
水
場
及
び
北
総
浄
水

場
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

第
三
条
中
䣓
䥹
別
記
第
一
号
様
式
䥺
䣔
を
削
る
䣎 

 

第
五
条
第
一
項
中
䣓
別
記
第
二
号
様
式
䣔
を
䣓
別
記
第
一
号
様
式
䣔
に
改
め
䣍
同
条
第
二
項
中
䣓
別
記

第
三
号
様
式
䣔
を
䣓
別
記
第
二
号
様
式
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

第
六
条
第
二
項
中
䣓
別
記
第
二
号
様
式
䣔
を
䣓
別
記
第
一
号
様
式
䣔
に
䣍
䣓
別
記
第
四
号
様
式
䣔
を

䣓
別
記
第
三
号
様
式
䣔
に
䣍
䣓
別
記
第
三
号
様
式
䣔
を
䣓
別
記
第
二
号
様
式
䣔
に
䣍
䣓
別
記
第
五
号
様

式
䣔
を
䣓
別
記
第
四
号
様
式
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

第
十
六
条
中
䣓
別
記
第
六
号
様
式
䣔
を
䣓
別
記
第
五
号
様
式
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

別
記
第
一
号
様
式
を
削
り
䣍
別
記
第
二
号
様
式
を
別
記
第
一
号
様
式
と
し
䣍
別
記
第
三
号
様
式
か
ら
第

六
号
様
式
ま
で
を
別
記
第
二
号
様
式
か
ら
第
五
号
様
式
ま
で
と
す
る
䣎 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
管
理
規
程
は
䣍
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

  

千
葉
県
企
業
局
行
政
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
䣎 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
長 

 

山 

口 
 

新 
二 

 
 

千
葉
県
企
業
局
管
理
規
程
第
八
号 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
行
政
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
企
業
局
行
政
文
書
規
程
䥹
昭
和
六
十
三
年
千
葉
県
水
道
局
管
理
規
程
第
八
号
䥺
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 

第
二
条
第
八
号
中
䣓
第
二
条
第
十
八
号
䣔
を
䣓
第
二
条
第
十
七
号
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

第
三
条
の
二
第
一
項
中
䣓
第
十
条
第
六
項
又
は
第
七
項
䣔
を
䣓
第
十
条
第
七
項
又
は
第
八
項
䣔
に
改
め

る
䣎 

 

第
十
四
条
第
三
項
中
䣓
配
付
䣔
を
䣓
配
布
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

第
十
四
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
䣎 

 

䥹
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
た
電
子
計
算
機
等
に
よ
り
受
信
し
た
電
子
文
書
等
の
受
領
䥺 

第
十
四
条
の
二 

電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
た
電
子
計
算
機
に
よ
り
受
信
し
た
電
子
文
書
䥹
次
条
に
規
定

す
る
電
子
申
請
等
を
除
く
䣎
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
䣎
䥺
及
び
総
合
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
受
信

し
た
電
子
文
書
の
受
領
は
䣍
総
合
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
の
記
録
媒
体
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
䣎 

２ 

フ
䣴
ク
シ
ミ
リ
装
置
に
よ
り
受
信
し
た
電
磁
的
記
録
䥹
次
条
に
規
定
す
る
電
子
申
請
等
を
除
く
䣎
䥺

の
受
領
は
䣍
そ
の
内
容
を
用
紙
に
出
力
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
䣎 

３ 

電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
た
電
子
計
算
機
に
よ
り
受
信
し
た
電
子
文
書
の
受
領
は
䣍
そ
の
内
容
を
用

紙
に
出
力
す
る
方
法
に
よ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
䣍
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
䣍

当
該
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
䣎 

４ 

第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
䣍
内
容
が
軽
易
で
あ
る
も
の
と
し
て
総
務
企
画
課
長
が
定

め
る
電
子
文
書
の
受
領
は
䣍
第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
方
法
を
省
略
し
て
行
う
こ
と
が
で
き

る
䣎 

 

第
十
四
条
の
三
䥹
見
出
し
を
含
む
䣎
䥺
中
䣓
使
用
し
て
䣔
を
䣓
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
䣔
に
䣍
䣓
に

よ
り
行
う
䣔
を
䣓
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

第
十
五
条
第
二
項
を
削
り
䣍
同
条
第
三
項
中
䣓
第
十
四
条
の
二
第
二
項
䣔
を
䣓
第
十
四
条
の
二
第
一

項
䣔
に
改
め
䣍
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
䣍
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
䣎 

３ 

第
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
受
領
し
た
電
磁
的
記
録
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
受

領
し
た
電
子
文
書
は
䣍
文
書
主
任
等
が
当
該
電
磁
的
記
録
又
は
当
該
電
子
文
書
の
内
容
を
出
力
し
た
用

紙
の
余
白
に
収
受
印
を
押
す
こ
と
に
よ
り
収
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

 

第
十
八
条
第
一
項
中
䣓
第
二
十
三
条
第
一
項
䣔
を
䣓
第
二
十
二
条
第
一
項
䣍
第
二
十
三
条
第
一
項
䣍
第

三
十
五
条
第
一
項
䣔
に
改
め
䣍
䣓
第
三
十
八
条
第
一
項
䣔
の
下
に
䣓
及
び
第
二
項
䣔
を
加
え
る
䣎 

 

第
二
十
二
条
第
一
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
䣎 

 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
䣍
起
案
の
内
容
又
は
起
案
の
内
容
に
関
係
す
る
文
書
が
秘
密
を
要
す
る
も
の
で

あ
る
と
き
䣍
起
案
の
内
容
に
関
係
す
る
文
書
が
総
合
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
の
記
録
媒
体
に
記
録
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
そ
の
他
の
管
理
部
長
が
別
に
定
め
る
と
き
は
䣍
当
該
起
案
の
内
容
又

は
起
案
の
内
容
に
関
係
す
る
文
書
に
つ
い
て
は
䣍
当
該
起
案
の
内
容
を
出
力
し
た
用
紙
又
は
当
該
起
案

の
内
容
に
関
係
す
る
文
書
䥹
当
該
文
書
が
電
子
文
書
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
䣍
そ
の
内
容
を
出
力
し

た
用
紙
䣎
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
䣎
䥺
に
よ
る
こ
と
を
も
つ
て
䣍
総
合
文
書
管
理
シ
ス
テ

ム
の
記
録
媒
体
へ
の
記
録
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 

 

第
二
十
二
条
第
二
項
中
䣓
重
要
若
し
く
は
異
例
な
も
の
䣍
秘
密
を
要
す
る
も
の
又
は
合
議
を
要
す
る
も

の
で
あ
る
と
き
䣔
を
䣓
特
に
急
を
要
し
䣍
持
ち
回
り
に
よ
る
回
議
又
は
合
議
を
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
そ

の
他
の
電
子
起
案
に
よ
り
難
い
場
合
と
し
て
管
理
部
長
が
別
に
定
め
る
場
合
䣔
に
䣍
䣓
出
力
し
䣍
当
該
起

案
用
紙
に
自
ら
押
印
す
る
䣔
を
䣓
出
力
す
る
䣔
に
䣍
䣓
も
の
と
す
る
䣔
を
䣓
こ
と
が
で
き
る
䣔
に
改
め
䣍

同
条
第
三
項
を
削
り
䣍
同
条
第
四
項
中
䣓
付
せ
ん
䣔
を
䣓
付
箋
䣔
に
改
め
䣍
同
項
を
同
条
第
三
項
と
す

る
䣎 

 

第
二
十
三
条
第
二
項
中
䣓
付
せ
ん
䣔
を
䣓
付
箋
䣔
に
䣍
䣓
ち
よ
う
付
す
る
䣔
を
䣓
貼
付
す
る
䣔
に
改
め
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る
䣎 

 
第
二
十
八
条
第
二
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
䣎 

 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
䣍
第
二
十
二
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
起
案
の
内
容
を
出
力
し
た
用
紙
又

は
起
案
の
内
容
に
関
係
す
る
文
書
に
よ
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
䣍
当
該
用
紙
又
は
文
書
を
電
子
起
案
文

書
の
回
議
に
併
せ
て
回
付
す
る
も
の
と
す
る
䣎 

 

第
三
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
䣎 

第
三
十
一
条 

削
除 

 

第
三
十
二
条
た
だ
し
書
中
䣓
も
の
䣔
の
下
に
䣓
及
び
千
葉
県
報
へ
の
登
載
を
要
す
る
事
案
に
係
る
も

の
䣔
を
加
え
る
䣎 

 

第
三
十
三
条
の
見
出
し
を
䣓
䥹
千
葉
県
報
に
登
載
す
る
事
案
に
係
る
総
務
企
画
課
長
の
合
議
䥺
䣔
に
改

め
䣍
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
を
削
り
䣍
同
条
第
三
項
中
䣓
䣍
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
䣔
を
削

り
䣍
同
項
を
同
条
と
す
る
䣎 

 

第
三
十
四
条
第
一
項
中
䣓
決
裁
月
日
䣔
を
䣓
決
裁
日
䣔
に
改
め
䣍
同
条
第
二
項
中
䣓
第
二
十
二
条
第
四

項
䣔
を
䣓
第
二
十
二
条
第
三
項
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

第
三
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
䣎 

 

䥹
供
覧
䥺 

第
三
十
五
条 

職
員
は
䣍
供
覧
に
よ
る
処
理
を
必
要
と
す
る
文
書
が
あ
る
と
き
は
䣍
法
令
等
の
規
定
に
定

め
が
あ
る
場
合
を
除
き
䣍
直
ち
に
総
合
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
文
書
分
類
番
号
䣍
供
覧
日
そ
の
他
必
要

な
事
項
を
入
力
し
䣍
総
合
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
の
記
録
媒
体
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
る
供
覧
䥹
以
下

䣓
電
子
供
覧
䣔
と
い
う
䣎
䥺
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

２ 

職
員
は
䣍
電
子
供
覧
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
適
当
な
場
合
と
し
て
管
理
部
長
が
別
に
定
め
る
場
合
は
䣍

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
䣍
総
合
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
文
書
分
類
番
号
䣍
供
覧
日
そ
の
他
必
要
な

事
項
を
入
力
し
䣍
総
合
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
の
記
録
媒
体
に
記
録
す
る
と
と
も
に
䣍
当
該
記
録
し
た
事

項
が
表
示
さ
れ
た
起
案
用
紙
を
総
合
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
出
力
す
る
方
法
に
よ
る
供
覧
䥹
以
下

䣓
書
面
供
覧
䣔
と
い
う
䣎
䥺
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 

３ 

職
員
は
䣍
前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
䣍
軽
易
な
事
案
に
あ
つ
て
は
文
書
の
余
白
に
朱
書
又
は
付

箋
で
供
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 

４ 

第
二
十
八
条
第
二
項
後
段
の
規
定
は
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
供
覧
に
つ
い
て
䣍
第
二
十
四
条
䣍
第
二

十
五
条
及
び
前
条
第
一
項
の
規
定
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
供
覧
に
つ
い
て
䣍
第
二
十
二
条
第
三
項
後

段
䣍
第
二
十
四
条
䣍
第
二
十
五
条
及
び
前
条
第
二
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
供
覧
に
つ
い
て
準

用
す
る
䣎 

５ 

職
員
は
䣍
起
案
文
書
を
当
該
主
務
課
内
又
は
出
先
機
関
内
に
お
い
て
周
知
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
き

は
䣍
電
子
起
案
文
書
に
あ
つ
て
は
総
合
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
䥹
紙
回
付
文
書
䥹
第
二
十
八

条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
回
付
す
る
用
紙
又
は
文
書
を
い
う
䣎
以
下
同
じ
䣎
䥺
が
あ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
䣍
総
合
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
の
使
用
と
併
せ
て
当
該
紙
回
付
文
書
を
用
い
て
䥺
䣍
書
面
起
案
文

書
に
あ
つ
て
は
当
該
起
案
用
紙
を
用
い
て
䣍
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
起
案
し
た
文
書
䥹
帳

票
で
起
案
し
た
も
の
を
除
く
䣎
䥺
に
あ
つ
て
は
当
該
起
案
し
た
文
書
を
用
い
て
䣍
そ
れ
ぞ
れ
供
覧
す
る

こ
と
が
で
き
る
䣎
当
該
起
案
文
書
を
そ
の
内
容
が
関
係
す
る
他
の
部
及
び
課
に
周
知
さ
せ
る
必
要
が
あ

る
と
き
も
䣍
同
様
と
す
る
䣎 

 

第
三
十
六
条
第
三
項
中
䣓
を
除
く
䣔
を
䣓
及
び
紙
回
付
文
書
を
除
く
䣔
に
改
め
る
䣎 

 

第
三
十
七
条
第
一
項
後
段
を
削
り
䣍
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
䣎 

２ 

起
案
者
は
䣍
前
項
の
規
定
に
よ
る
浄
書
が
終
わ
つ
た
と
き
は
䣍
直
ち
に
浄
書
し
た
文
書
と
決
裁
文
書

を
照
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

 

第
三
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
䣎 

 

䥹
総
務
企
画
課
の
文
書
審
査
䥺 

第
三
十
七
条
の
二 

第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
文
書
主
任
等
の
文
書
審
査
を
受
け
た
起
案
文
書

で
あ
つ
て
䣍
局
名
又
は
局
長
名
で
施
行
す
る
も
の
が
䣍
総
務
企
画
課
長
が
管
守
す
る
局
印
又
は
局
長
印

を
押
印
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
䣍
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
照
合
を
終
わ
つ
た
後
䣍
総

務
企
画
課
長
又
は
文
書
審
査
員
の
文
書
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

２ 

第
三
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
の
規
定
は
前
項
の
文
書
審
査
に
つ
い
て
䣍
第
三
十
条
の

規
定
は
同
項
の
文
書
審
査
の
過
程
で
起
案
文
書
の
内
容
に
修
正
䥹
軽
微
な
修
正
を
除
く
䣎
䥺
が
あ
つ
た

と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
䣎 

 

第
三
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
䣎 

 

䥹
公
印
の
押
印
䥺 

第
三
十
八
条 

起
案
者
は
䣍
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
照
合
を
終
わ
つ
た
文
書
に
䣍
当
該
決
裁

文
書
が
電
子
決
裁
文
書
䥹
第
二
十
八
条
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
回
議
に
よ
り
決
裁
し
た
電
子
起
案

文
書
を
い
う
䣎
䥺
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
総
合
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
第
十
条
の
規
定
に
よ
る

公
印
の
使
用
確
認
を
受
け
る
た
め
の
手
続
を
行
う
こ
と
に
よ
り
䥹
当
該
決
裁
文
書
に
当
該
照
合
に
使
用

し
た
紙
回
付
文
書
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
䣍
当
該
手
続
と
併
せ
て
当
該
紙
回
付
文
書
を
添
え
て
提
示

す
る
こ
と
に
よ
り
䥺
䣍
当
該
決
裁
文
書
が
書
面
決
裁
文
書
䥹
電
子
決
裁
文
書
及
び
紙
回
付
文
書
以
外
の

決
裁
文
書
を
い
う
䣎
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
䣎
䥺
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
決
裁
文
書
を
添
え
て
提
示

す
る
こ
と
に
よ
り
䣍
公
印
管
守
者
又
は
公
印
取
扱
者
の
確
認
を
受
け
た
後
䣍
公
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
䣎
た
だ
し
䣍
次
の
各
号
に
掲
げ
る
文
書
に
該
当
し
な
い
文
書
に
つ
い
て
は
䣍
公
印
の
押
印
を
省

略
す
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 

 
一 

法
令
等
の
規
定
に
よ
り
公
印
の
押
印
を
要
す
る
文
書 

 

二 
権
利
義
務
又
は
事
実
証
明
に
関
す
る
文
書
の
う
ち
䣍
課
長
又
は
所
長
が
公
印
を
押
印
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
と
認
め
る
文
書 

２ 

前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
公
印
の
押
印
を
省
略
す
る
場
合
は
䣍
発
信
者
名
の
下
に
䣓
䥹
公
印
省

略
䥺
䣔
の
表
示
を
す
る
も
の
と
す
る
䣎
た
だ
し
䣍
県
の
機
関
相
互
の
文
書
そ
の
他
そ
の
性
質
又
は
内
容

に
よ
り
当
該
表
示
を
す
る
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
文
書
に
あ
つ
て
は
䣍
こ
の
限
り
で
な
い
䣎 

３ 

起
案
者
は
䣍
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
印
を
押
印
す
る
文
書
に
は
䣍
書
面
決
裁
文
書
と
の
間
に
契
印

を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎
た
だ
し
䣍
そ
の
性
質
又
は
内
容
に
よ
り
契
印
を
押
印
す
る
必
要
が
な
い



  

五 

令和 5 年 3 月 31 日（金曜日） 千 葉 県 報 号外第３８号 

 
第

二
十

二
条

第
四

項
 

 
 

第
二

十
二

条
第

三
項

 
 

 
第

十
五

条
第

一
項

第
一

号
 

 
及

び
第

二
号

並
び

に
第

三
項

 

と
認
め
ら
れ
る
文
書
に
つ
い
て
は
䣍
契
印
の
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 

 
第
四
十
六
条
第
三
項
中
䣓
行
政
文
書
管
理
の
規
程
䣔
を
䣓
文
書
管
理
責
任
者
は
䣍
行
政
文
書
管
理
の
規

程
䣔
に
改
め
䣍
䣓
䣍
総
務
企
画
課
長
が
廃
棄
し
た
簿
冊
等
に
あ
つ
て
は
総
務
企
画
課
長
が
䣍
文
書
管
理
責

任
者
が
廃
棄
し
た
簿
冊
等
に
あ
つ
て
は
文
書
主
任
が
䣔
を
削
り
䣍
同
条
第
五
項
中
䣓
第
三
項
の
記
録
及

び
䣔
を
削
る
䣎 

 

別
記
第
七
号
様
式
中
䣓 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

䣔
の
次
に
䣓 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

䣔
を
加
え

る
䣎 

 

別
記
第
九
号
様
式
中
䣓 

 
 

 
 

 
 

 

䣔
を
䣓 

 
 

 
 

 
 

 

䣔
に
改
め
る
䣎 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
管
理
規
程
は
䣍
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

  

千
葉
県
企
業
局
長
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を

こ
こ
に
公
布
す
る
䣎 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千
葉
県
企
業
局
長 

 

山 

口 
 

新 

二 
 

 

千
葉
県
企
業
局
管
理
規
程
第
九
号 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
長
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規

程 

 

千
葉
県
企
業
局
長
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
䥹
平
成
十
三
年
千
葉
県
水
道
局
管

理
規
程
第
一
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 

第
一
条
中
䣓
千
葉
県
情
報
公
開
条
例
第
二
条
第
二
項
第
二
号
の
施
設
及
び
同
項
第
三
号
の
電
磁
的
記
録

を
定
め
る
規
則
䣔
を
䣓
千
葉
県
情
報
公
開
条
例
第
二
条
第
二
項
第
二
号
の
施
設
を
定
め
る
規
則
䣔
に
改
め

る
䣎 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
管
理
規
程
は
䣍
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

  

千
葉
県
企
業
局
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す

る
䣎 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
長 

 

山 

口 
 

新 

二 
 

 

千
葉
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
号 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
企
業
局
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
程
䥹
平
成
十
三
年
千
葉
県
水
道
局
管
理
規
程
第
二
号
䥺

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 

第
二
条
第
四
号
た
だ
し
書
中
䣓
次
に
掲
げ
る
䣔
を
䣓
官
報
䣍
公
報
䣍
白
書
䣍
新
聞
䣍
雑
誌
䣍
書
籍
そ
の

他
不
特
定
多
数
の
者
に
販
売
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
発
行
さ
れ
る
䣔
に
改
め
䣍
同
号
イ
及
び
ロ
を
削

る
䣎 

 

第
十
二
条
第
四
項
第
二
号
中
䣓
千
葉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
䥹
平
成
五
年
千
葉
県
条
例
第
一
号
䥺
䣔
を

䣓
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
䥹
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
䥺
䣔
に
䣍
䣓
利
用
停
止
等
請
求
䣔

を
䣓
利
用
停
止
請
求
䣔
に
䣍
䣓
同
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
䣍
第
三
十
四
条
第
一
項
又
は
第
四
十
三
条
第

一
項
䣔
を
䣓
同
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
四
号
䣍
第
九
十
四
条
第
一
項
又
は
第
百
二
条
第
一
項
䣔
に
改
め

る
䣎 

 
 

 

附 

則 

 

䥹
施
行
期
日
䥺 

１ 

こ
の
管
理
規
程
は
䣍
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

 

䥹
経
過
措
置
䥺 

２ 

こ
の
管
理
規
程
の
施
行
の
日
䥹
以
下
䣓
施
行
日
䣔
と
い
う
䣎
䥺
前
に
千
葉
県
企
業
局
行
政
文
書
の
管

理
に
関
す
る
規
程
䥹
以
下
䣓
規
程
䣔
と
い
う
䣎
䥺
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
職
員
䥹
以
下
䣓
職
員
䣔

と
い
う
䣎
䥺
が
職
務
上
作
成
し
た
同
号
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
で
あ
䣬
て
䣍
職
員
が
組
織
的
に
用
い

る
も
の
と
し
て
同
条
第
一
号
に
規
定
す
る
本
局
及
び
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
出
先
機
関
が
保
有
し
て

い
る
も
の
䥹
改
正
前
の
規
程
第
二
条
第
四
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
䣎
䥺
は
䣍
改
正
後
の
規
程
第
二

条
第
四
号
に
規
定
す
る
行
政
文
書
に
は
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
䣎 

３ 

施
行
日
前
に
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
䥹
令
和
四
年
千
葉
県
条
例
第
三
十
七
号
䥺

附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
千
葉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
䥹
平
成
五
年
千
葉
県
条
例
第
一

号
䥺
に
基
づ
く
開
示
請
求
䣍
訂
正
請
求
又
は
利
用
停
止
等
請
求
が
あ
䣬
た
改
正
前
の
規
程
第
二
条
第
四

号
に
規
定
す
る
行
政
文
書
を
含
む
規
程
第
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
簿
冊
等
に
つ
い
て
は
䣍
改

正
後
の
規
程
第
十
二
条
第
四
項
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
䣍
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
䣎 

  

千
葉
県
企
業
局
職
員
住
宅
管
理
規
程
を
廃
止
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
䣎 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
長 

 

山 

口 
 

新 

二 
 

 

千
葉
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
一
号 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
職
員
住
宅
管
理
規
程
を
廃
止
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
企
業
局
職
員
住
宅
管
理
規
程
䥹
昭
和
五
十
七
年
千
葉
県
水
道
局
管
理
規
程
第
七
号
䥺
は
䣍
廃
止

す
る
䣎 

 
 

 
附 

則 

 

こ
の
管
理
規
程
は
䣍
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

  

千
葉
県
企
業
局
長
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
に
関
す
る
千
葉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
程
を
廃
止
す

る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
䣎 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
長 

 

山 

口 
 

新 

二 
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千
葉
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
二
号 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
長
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
に
関
す
る
千
葉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
程
を
廃

止
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
企
業
局
長
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
に
関
す
る
千
葉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
程
䥹
平
成
五

年
千
葉
県
水
道
局
管
理
規
程
第
八
号
䥺
は
䣍
廃
止
す
る
䣎 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
管
理
規
程
は
䣍
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

企

業

局

訓

令 

 

千
葉
県
企
業
局
建
設
工
事
等
指
名
業
者
選
定
審
査
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
䣎 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
長 

 

山 

口 
 

新 

二 
 

 

千
葉
県
企
業
局
訓
令
第
一
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

本 
 

局 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

出
先
機
関 

 
 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
建
設
工
事
等
指
名
業
者
選
定
審
査
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

千
葉
県
企
業
局
建
設
工
事
等
指
名
業
者
選
定
審
査
会
規
程
䥹
昭
和
四
十
五
年
千
葉
県
水
道
局
訓
令
第
一

号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 

第
十
条
第
一
項
中
䣓
北
総
浄
水
場
及
び
ち
ば
野
菊
の
里
浄
水
場
䣔
を
䣓
栗
山
浄
水
場
及
び
北
総
浄
水

場
䣔
に
改
め
る
䣎 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
䣍
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

  

千
葉
県
企
業
局
職
員
人
事
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
䣎 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
長 

 

山 

口 
 

新 

二 
 

 

千
葉
県
企
業
局
訓
令
第
二
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

本 
 

局 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

出
先
機
関 

 
 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
職
員
人
事
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

千
葉
県
企
業
局
職
員
人
事
事
務
取
扱
規
程
䥹
昭
和
四
十
七
年
千
葉
県
水
道
局
訓
令
第
三
号
䥺
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 

第
二
条
第
一
号
中
䣓
第
七
号
䣍
第
八
号
及
び
第
十
六
号
䣔
を
䣓
第
六
号
䣔
に
䣍
䣓
本
条
中
䣔
を
䣓
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
䣔
に
改
め
䣍
同
条
中
第
三
号
の
二
及
び
第
四
号
を
削
り
䣍
第
三
号
を
第
四
号
と
し
䣍
第

二
号
の
二
を
第
三
号
と
し
䣍
第
五
号
を
削
り
䣍
第
六
号
を
第
五
号
と
し
䣍
第
七
号
を
削
り
䣍
第
八
号
を
第

六
号
と
し
䣍
同
条
第
九
号
中
䣓
䥹
以
下
䣓
単
純
労
務
職
員
䣔
と
い
う
䣎
䥺
䣔
を
削
り
䣍
同
号
を
同
条
第
七

号
と
し
䣍
同
条
中
第
十
号
を
削
り
䣍
第
十
一
号
を
第
八
号
と
し
䣍
第
十
二
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
を
削

り
䣍
第
十
九
号
を
第
九
号
と
し
䣍
第
十
九
号
の
二
か
ら
第
二
十
号
ま
で
を
削
り
䣍
同
条
第
二
十
一
号
中

䣓
法
第
二
十
八
条
䣔
を
䣓
地
方
公
務
員
法
䥹
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
䣎
以
下
䣓
法
䣔
と
い

う
䣎
䥺
第
二
十
八
条
若
し
く
は
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
本
文
䣔
に
改
め
䣍
同
号
を
同
条
第
十
号
と
し
䣍

同
条
中
第
二
十
二
号
を
第
十
一
号
と
し
䣍
第
二
十
三
号
を
第
十
二
号
と
し
䣍
第
二
十
四
号
及
び
第
二
十
五

号
を
削
り
䣍
第
二
十
六
号
を
第
十
三
号
と
し
䣍
第
二
十
七
号
か
ら
第
二
十
九
号
ま
で
を
削
る
䣎 

 

第
四
条
第
一
号
ロ
中
䣓
二
通
䣔
を
䣓
一
通
䣔
に
改
め
䣍
同
号
ホ
中
䣓
で
䣍
縦
三
・
五
セ
ン
チ
メ
䤀
ト

ル
䣍
横
二
・
五
セ
ン
チ
メ
䤀
ト
ル
の
も
の
䣔
を
削
る
䣎 

 

第
五
条
中
䣓
別
表
に
䣔
を
䣓
総
務
企
画
課
長
が
別
に
䣔
に
改
め
䣍
䣓
と
こ
ろ
に
よ
る
䣔
を
削
り
䣍
同
条

た
だ
し
書
を
削
る
䣎 

 

別
表
を
削
る
䣎 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
䣍
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

                      

 
 

 

購
読
料 

本
号 

 

一
部 

 
 

 
 

 

一
八
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三
䥹
二
二
三
䥺
二
六
五
八 

 


